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社協だよりの発行には、共同募金の配分金を使わせていただいています。 

 

 

8月号 
令和 6年 8月 23日発行 

木曽福島支所 福島6305番地 24-3777

日義支所 日義1600番地1 26-2283

開田支所 開田高原末川2797番地 42-3388

三岳支所 三岳6311番地 46-2117

 

木曽町社会福祉協議会では、地域の方々に見守りや支え合いを意識していただくための「つなが

りワーカー養成講座」を実施しています。地域で活動されているサロングループや民生児童委員

さんの学習会等で開催させていただきました。講座の内容としては、地域で孤立している人や孤

独な人に「気づき・つながり・つなげ・見守る人」が重要であることを、演習を交えながら学び

ます。 

住み慣れた地域の中で安心して暮らせる地域づくりを目指して、今後も多くの方々に講座を受講

していただきたいと思います。講座の受講をご希望される方は、お気軽に木曽町社会福祉協議会

（電話２６－１１１６）までお問い合わせください。 

「つながりワーカー」は、何か特別なことをするのではなく、地域で孤立している人や孤独な人

に、気づき、つながり、つなげ、見守る人のことです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★心配ごと相談所開催のお知らせ★★★ 

日    時：令和 ６年９月１１日（水）１３：００～１６：００まで 

場    所：木曽郡民会館（木曽町福島５８０８－３） 

主な相談内容：法律相談(弁護士)･心配ごと相談（木曽福島地区民生委員）･行政相談･人権相談 

◎法律に関する相談については、予約が必要となります。 

法律に関する相談を希望される方は、９月１０日（火）までに、お申し込みください。 

また、木曽町社協では、松本弁護士会をはじめ、民生委員、行政相談委員、人権擁護委員、まい

さぽ木曽と連携しながら、相談所以外でも相談を受け付けます。 

 

 

お申し込みは 

木曽町社協 

☎26-1116まで 

聞こえない・聞こえにくい方に文字で伝える方法を学びませんか？ 
聞こえに困難がある方のコミュニケーション方法のひとつに「要約筆記」があり、ペンで書く方

法（手書き）と、パソコンで入力する方法があります。木曽地域では、高齢などによる難聴者が

増えるいっぽう、要約筆記を担う人材が足りていないのが現状です。 

話し言葉を文字で伝えるためのコツを学び、聴覚障がいへの理解を深めるために、以下のとおり

入門講座が開催されます。参加を希望される方は、以下までお申し込みください。 

日  時：１０月２６日（土） 

    ◇手書きコース  １０：００～１２：００ 

    ◇パソコンコース １３：００～１５：３０ 

場  所：木曽福島保健センター３階 小会議室 

受 講 料：３００円（両コース受講でも３００円） 

持 ち 物：◇手書きコース→筆記用具 

    ◇パソコンコース→筆記用具、ﾉｰﾄ PC(ある方) 

申込締切：１０月１７日（木） 

＊各コース定員 10 名です。（先着順 

となりますので、お早めにお申し込 

みください。 

【お問い合わせ・お申し込み】 

木曽手話連絡会 柳川悦子（木祖村） 

TEL・FAX：３６－３３８４ 

      （TEL は 18：00 以降） 

地域サロンでは、参加しやすい集いになるように様々な工夫をしながら取り組まれています。

今回は、サロン会場を公民館から、店舗の空きスペースや空き家を利用して開催されたサロン

をご紹介します。どちらの地区も公民館へ行くまでにある坂道や長い石段が、高齢者にとって

少し大変な道のりだったため、新たにサロン会場を移転し開催することにしました。誰でも集

いやすいサロンにしたいと地域の強みを感じる取り組みだと思います。 

 

 

 

〜八沢サロン ＆ 中畑サロン（さくら会）～ 


